
 四日市市自転車競走競技規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  令和元年５月１４日 

四日市市長  森  智 広 

四日市市規則第４１号 

   四日市市自転車競走競技規則の一部を改正する規則 

 四日市市自転車競走競技規則（昭和３７年四日市市規則第２３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

改正後 改正前 

第５５条の２ 審判委員は、先頭員が誘

導中に次の各号のいずれかに該当する

に至ったときは、先頭員に対して誘導を

中止し、退避するよう指示することがで

きる。 

第５５条の２ 審判委員は、先頭員が誘

導中に次の各号のいずれかに該当する

に至ったときは、先頭員に対して誘導を

中止し、退避するよう指示することがで

きる。 

(1) 競走選手に追い越されたとき、又は

競走選手の競走を妨害し、若しくは競

走選手と接触するおそれその他の競

走選手の競走の安全を阻害するおそ

れがあると認められるとき。 

(1) 競走選手に追い越された後に、適正

な走行により再び競走選手の先頭に

出ることが困難と認められるとき又

は競走選手の競走を妨害し、若しくは

競走選手と接触するおそれその他の

競走選手の競走の安全を阻害するお

それがあると認められるとき。 

(2)及び(3) （略） (2)及び(3) （略） 

  

第５８条 競走選手は、先頭員が最終周

回前回に入るホーム・ストレッチ・ライ

ンに到達するまでは、先頭員を追い抜い

てはならない。 

第５８条 競走選手は、先頭員が最終周

回前回の標識線に到達するまでは、先頭

員を追い抜いてはならない。 

  

第７０条 次の各号のいずれかに該当す

る場合においては、その選手は失格とす

る。 

第７０条 次の各号のいずれかに該当す

る場合においては、その選手は失格とす

る。 



(1) （略） (1) （略） 

(2) 第１２条、第１６条から第１８条ま

で及び第５８条の規定に違反したと

き。 

(2) 第１２条及び第１６条から第１８

条までの規定に違反したとき。 

(3)及び(4) （略） (3)及び(4) （略） 

２ 選手が第１１条、第１１条の２、第

１３条から第１５条の２まで及び第５

９条の規定に違反したときは、その違反

の程度に応じ、その選手に走行注意若し

くは重大走行注意を与え、又はその選手

を失格とする。 

２ 選手が第１１条、第１１条の２、第

１３条から第１５条の２まで、第５８条

及び第５９条の規定に違反したときは、

その違反の程度に応じ、その選手に走行

注意若しくは重大走行注意を与え、又は

その選手を失格とする。 

３ （略） ３ （略） 

 

   附 則 

 この規則は、令和元年５月３１日から施行する。 

（商工農水部けいりん事業課） 


